
質疑応答書

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年６月17日

　事業者　各位

 　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　会津若松市長　室井　照平　

　　　　　　　　　  　　

 　令和８年６月12日付で質問のありましたことについては、下記のとおり回答いたします。

記

　　案件名　:　 会津若松学校給食センター学校給食調理・洗浄・配送業務委託

　
　○質問事項

　　別紙のとおり

　　

　○回答

　　別紙のとおり
　　　



（別紙）

№ 項目 質問事項 回答

１

調理場別仕様書　Ⅱ実施体制

１（1）

　「28名以上とする」と記載がございますが、現在の人数体制

と勤務時間帯をご教示ください。

・調理洗浄業務従事者は23名、勤務時間帯は7：30

から16：30です。

・配送業務従事者は６名、勤務時間帯は9：00から

16：00です。（なお、配送業務は再委託されており

ます。勤務前後に再委託先において車両点検等が行

われております。）

2

調理場別仕様書　Ⅲ業務内容

2配送及び回収業務等（1）車

両台数

　車両台数が6台と指定されているという事は、調理時間や洗

浄時間等を調整する事により、配送台数を定められた6台より

減台して運用してはならないとの理解でよろしいでしょうか。

　左記の見解のとおりです。

3

調理場別仕様書　Ⅲ業務内容

2配送及び回収業務等（2）配

送距離、コンテナ台数、食器

の種類等

　現在の配送パターンを学校毎にご教示ください（例；午前

中・食器配送●往復/積算コンテナ●台・調理済み給食●往

復/積算コンテナ●台　午後・回収●往復/積算コンテナ●台　

使用車両台数●台）

・配送車は６台です。配送の基本パターンは以下の
通りです。
〇午前
　食器（1台1往復）、調理済み給食（1台1往復）
〇午後
　配送車２台ペアで回収作業を行います。１校目回
収→センター→２校目回収→センター、となりま
す。
〇配送ペア（配送車各２台）
　鶴城小・行仁小ペア
　一中・一箕中ペア
　二中・三中ペア
〇各学校のコンテナ数は以下の通りです。
・鶴城小学校
（食器２台、調理済み給食３台）
・行仁小学校
（食器２台　調理済み給食３台）
・第一中学校
（食器３台　調理済み給食３台）
・第二中学校
（食器３台　調理済み給食３台）
・第三中学校
（食器３台　調理済み給食３台）
・一箕中学校
（食器３台　調理済み給食３台）



4

　令和9年度若しくは現在のアレルギー代替食等の予定食数と

その内容をご教示ください。

・アレルギー対応食（除去・代替希望者）　83名

・上記のほか、刻み食１名の対応があります。（令

和9年度は中学3年生）

・献立により除去食・代替食数は変動します。調理

行程、コンテナ収納、専用食器数等を考慮し、受託

事業者と打合せの上で対応します。

（参考）

・アレルギー対応者（R8.6.2時点）　　　　

　以下の該当品目の対象者は延べ人数です。

該当品目 対象 該当品目 対象

小麦 3名 カレー粉 1名

トマト 21名 乳・乳製品 14名

オレンジ 3名 鶏卵・うずら卵 15名

キウイ 20名 魚・練り製品類 5名

バナナ 4名 貝類 2名

柿 4名 いか・タコ 3名

スイカ 3名 えび・かに 18名

メロン 7名 ごま 3名

りんご 2名 野菜類

ｷｭｳﾘ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾎ
ｳﾚﾝｿｳ、ﾅｽ、生ﾀﾏﾈ
ｷﾞ、生ﾆﾝｼﾞﾝ　

12名

その他果物

ﾓﾓ、ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ、ｻｸ
ﾗﾝﾎﾞ、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾂ、
ﾌﾞﾄﾞｳ、ﾌﾟﾗﾑ、ﾌﾟ
ﾙｰﾝ、ｲﾁｺﾞ、柑橘
類すべて

12名 ナッツ類

（ﾋﾟｰﾅｯﾂ含む）
ｸﾙﾐ、ｶｼｭｰ、ｱｰﾓﾝ
ﾄﾞ、ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ、
ﾅｯﾂ類すべて

34名

※そば、いくらについては、提供しておりません。



5

　食品納品検収（牛乳等含む）時間帯・調理開始終了・配膳終

了・洗浄開始終了の各時間をご教示ください。

・食品検収　7：45～8：30（目安）

・調理作業　開始8：30～9：00　

　　　　　　終了11：15（目安）

　※検収、下処理作業終了後、順次開始

・配膳（配缶）終了11：00～11：15（目安）

・洗浄作業開始　開始13：20　終了15：40

　なお、主食・牛乳の納品確認、学級配缶作業の時

間指定はありません。学校への配送、給食時間を考

慮し、受注者の判断で対応となります。

6
　配置図・調理指示書・作業工程表・作業動線図をご教示くだ

さい。

　別紙資料を参照ください。

7

　白衣等の洗濯方法につきまして、施設内に洗濯機・乾燥機等

の設置はございますか。現状の運用方法と設置済みの場合は、

その台数と所有者は発注者か受託者なのか、また設置していな

い場合はその理由と今後設置が可能なのかをご教示ください。

・施設内に洗濯機、乾燥機が各3台あり、いずれも

市所有です。

・運用方法は、洗剤等の消耗品は受注者負担、光熱

水費は発注者負担です。洗濯機、乾燥機は終日、受

注者で稼働可能です。

・白衣、作業用シューズ等を保管するインフラボッ

クスが６台あります。

8

　車両発注完了後、やむを得ない理由等により納車時期が4月に

間に合わない場合には、レンタカー等の同等車両の使用を認めて

いただけるのでしょうかご教示ください。

　配送に支障が生じなければレンタカーの使用も可

能とします。


